
岡山県生涯学習センター学習相談員（短時間勤務会計年度任用職員）の募集について 
 

令和８年１月２７日 
 
                        岡山県生涯学習センター 
                        〒700-0016 岡山市北区伊島町３－１－１ 
                        電話 ０８６－２５１－９７５０(総務課) 
 
岡山県生涯学習センターでは、学習相談員（地方公務員法第２２条の２第１項第１号の規定に

より任用される短時間勤務の会計年度任用職員）を次のとおり募集します。 
 

記 

 

１ 勤務場所、任期、業務内容、応募資格等 
（１）勤務場所 

岡山県生涯学習センター（岡山市北区伊島町３－１－１） 

（２）採用予定人数 

１名 

（３）任期 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※任用日から１か月間（延長の場合あり）は条件付採用となります。 

※任期満了をもって退職となります。 

※任期満了後、同一の職が設置される場合は、能力実証を行った上で、再度任用される場

合があります。 

（４）業務内容 

・交流棟学習相談コーナーにおける生涯学習相談業務 

・生涯学習情報提供業務 

・交流棟利用にかかる管理・活用（交流推進に関する業務、図書の管理）業務 

・生涯学習センター事業実施にかかる補助業務 

 ※業務上、パソコン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを使用した文書作成、業務システムを使

用した作業）が必要です。 

（５）応募資格 

  ア 次の事項に該当する者 

     ・社会教育、学校教育、教育行政関連業務に概ね通算１０年以上の従事経験を有すること。 

   ・パソコンソフト（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌなど）の基本操作ができること。  

イ 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない者（次に該当しない者） 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・岡山県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者        など 

 

２ 勤務条件、報酬等 
（１）勤務日及び勤務時間 

   月１８日以内（週４日程度） 

   火曜日から日曜日まで及び休日・祝日のうちで勤務の割り振りを所長が行う。 

   勤務時間は７時間３０分とする 

   ただし、①～③のいずれかにより勤務の割り振りを行う。 



 

 

①   勤務時間  ８：３０ ～ １７：００（休憩時間 １１：３０ ～ １２：３０） 

②   勤務時間 １０：３０ ～ １９：００（休憩時間 １２：３０ ～ １３：３０） 

③   勤務時間 １２：３０ ～ ２１：００（休憩時間 １７：００ ～ １８：００） 

※公務の都合により、上記以外の勤務時間に振り替えることがあります。 

※所定の勤務時間を超えて勤務していただく必要がある場合は、事前命令により時間外 

勤務を行っていただきます。 

 

（２）週休日及び休日 

勤務割り振りによる指定日 

原則として月曜日並びに休日・祝日及び火曜日から日曜日までのうち、指定する１日 

（３）年次休暇（有給） 

週の勤務日数（週以外の期間により勤務日数が定められている場合は年の勤務日数）、任

用期間及び県のいずれかの職に引き続き在職していた期間（勤務実態が継続している場合は

通算）に応じて、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（令和元年岡山

県人事委員会規則第２６号。以下「規則」という。）に定める日数が任用時に付与されます。 

（４）年次休暇以外の休暇等 

ア 規則に定める要件を満たす場合は、有給又は無給の休暇等を取得できます。 

 ・有給（公民権行使、官公署出頭、災害による現住所滅失等、災害等による出勤困難・退

勤途上危険回避、忌引、結婚、夏季、妊産婦の健康診査・保健指導、妊娠中の通勤緩

和、不妊治療（出生サポート）、産前産後、配偶者出産、育児参加、私傷病） 

 ・無給（子の保育・看護、介護、生理による就業困難、妊産疾病・健診、公務上の傷病、  

骨髄等ドナー） 

イ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）及び職員の育児休業 

等に関する条例（平成４年岡山県条例第３号）に定める要件を満たす場合は、育児休業又 

は部分休業を取得できます。 

（５）報酬等 

基本単価：日額１２，１３０円以内で学歴・職歴を考慮して決定（令和８年１月現在） 

   交 通 費：一般職員に準じて計算し、勤務日数に応じて日額支給 

※上記のほか、期末勤勉手当が支給されます（基準日に在職している等一定の要件を満た

す場合） 

   ※上記のほか、一般職員に準じて地域手当に相当する報酬、時間外勤務手当に相当する    

報酬が支給される場合があります。 

（６）社会保険等 

雇用保険、厚生年金保険、公立学校共済組合保険が適用されます。 

公務上又は通勤中の災害については、労働者災害補償保険又は公務災害補償に準じた補償

が適用されます。 

（７）その他 

  ・他の勤務条件については、規則によることとします。 

  ・地方公務員の服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、   

信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等）が   

適用され、違反した場合は懲戒処分の対象となります。 

  ・営利企業への従事等の制限は適用されないため、副業等は禁止されませんが、他の仕事と   

の兼業（他の会計年度任用職員への任用、営利企業への従事等）を行う可能性がある場合   

は、事前にその旨を申し出てください。 



 

 

   （利害関係者との関係等により公正な職務遂行に対する疑惑や不信を招くおそれがある    

場合や、公務に支障を来すような長時間労働となる場合など、必要に応じて一定の制限    

を課すことがあります） 

 

３ 受験申込みの受付 
（１）受付期間 令和８年１月２７日（火）から令和８年２月８日（日）まで 

※郵送の場合は、２月８日（日）までの消印があるものに限り受け付けます。

封筒の表に「会計年度任用職員（学習相談員）採用試験」と朱書きしてくだ

さい。なお、郵送事故が発生した場合の責任は負いません（簡易書留扱いが

望ましい）。 

（２）受付時間 ９時から１７時まで（岡山県生涯学習センター条例施行規則（平成８年１２月

２４日岡山県教育委員会規則第１９号）に定める休所日を除く） 

（３）受付場所 〒700-0016  岡山市北区伊島町３－１－１ 岡山県生涯学習センター総務課 

（４）提出書類 別紙「履歴書」「学歴・職歴確認書」に必要事項を記入のうえ、提出ください。 

（５）注意事項 他の仕事との兼業（他の会計年度任用職員への任用、営利企業への従事等）を                

行う可能性がある場合は、事前にその旨を申し出てください。 

（利害関係者との関係等により公正な職務遂行に対する疑惑や不信を招く                  

おそれがある場合や、公務に支障を来すような長時間労働となる場合など、                  

必要に応じて一定の制限を課すことがあります）。 

 

４ 試験について 

（１）試験会場 岡山市北区伊島町３－１－１ 岡山県生涯学習センター内 

        ※試験会場駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用         

ください。 

（２）試験日時 個別に連絡します。 

（３）試験内容 面接試験（業務遂行能力、人柄等に関する口述試験） 

 

５ 問合せ先 

  岡山県生涯学習センター 総務課 

  〒700-0016 岡山市北区伊島町３－１－１ 

  電話 ０８６－２５１－９７５０ 


